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○
電
気
関
係
報
告
規
則
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
四
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
公
害
防
止
等
に
関
す
る
届
出
）

（
公
害
防
止
等
に
関
す
る
届
出
）

第
四
条

電
気
事
業
者
又
は
自
家
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
は

第
四
条

電
気
事
業
者
又
は
自
家
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
は

、
次
の
表
の
届
出
を
要
す
る
場
合
の
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
同

、
次
の
表
の
届
出
を
要
す
る
場
合
の
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
同

表
の
届
出
期
限
及
び
届
出
事
項
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
同
表

表
の
届
出
期
限
及
び
届
出
事
項
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
同
表

の
届
出
先
の
欄
に
掲
げ
る
者
へ
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

の
届
出
先
の
欄
に
掲
げ
る
者
へ
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
当
該
届
出
に
係
る
電
気
工
作
物
が
原
子
力
発
電
所
に
属
す

だ
し
、
当
該
届
出
に
係
る
電
気
工
作
物
が
原
子
力
発
電
所
に
属
す

る
も
の
で
あ
る
場
合
並
び
に
同
表
の
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、

る
も
の
で
あ
る
場
合
並
び
に
同
表
の
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、

第
五
号
の
二
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
法
第
四
十

第
五
号
の
二
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
法
第
四
十

七
条
第
一
項
の
認
可
又
は
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

七
条
第
一
項
の
認
可
又
は
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
必
要
と
す
る
工
事
に
係
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

届
出
を
必
要
と
す
る
工
事
に
係
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。

。

届
出
を
要
す
る
場
合

届
出
期
限

届
出
事
項

届
出
先

届
出
を
要
す
る
場
合

届
出
期
限

届
出
事
項

届
出
先

一
～
十
五

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
～
十
五

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
五
の
二

現
に
設
置
し

判
明
し
た

当
該
電
気

当

該

電

気
工

作

十
五
の
二

現
に
設
置
し

判
明
し
た

当
該
電
気

当

該

電

気

工

作

て
い
る
又
は
予
備
と
し

後
遅
滞
な

工
作
物
を

物

を

設
置

し
て

て
い
る
又
は
予
備
と
し

後
遅
滞
な

工
作
物
を

物
を

設
置

し
て

て
有
し
て
い
る
別
に
告

く

設
置
し
て

い

る

又

は

予

備

て
有
し
て
い
る
別
に
告

く

設
置
し
て

い

る

又

は

予

備

示
す
る
電
気
工
作
物
で

い
る
又
は

と

し
て

保

管
し

示
す
る
電
気
工
作
物
で

い
る
又
は

と

し
て
保

管
し

あ
つ
て
ポ
リ
塩
化
ビ
フ

予
備
と
し

て

い

る

場

所

を

あ
つ
て
ポ
リ
塩
化
ビ
フ

予
備
と
し

て

い

る

場

所

を
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ェ
ニ
ル
を
含
有
す
る
絶

て
有
し
て

管
轄
す

る
産
業

ェ
ニ
ル
を
含
有
す
る
絶

て
有
し
て

管

轄

す

る

産

業

縁
油
を
使
用
す
る
も
の

い
る
者
の

保
安
監
督
部
長

縁
油
を
使
用
す
る
も
の

い
る
者
の

保
安
監
督
部
長

で
あ
る
こ
と
が
判
明
し

氏
名
又
は

で
あ
る
こ
と
が
判
明
し

氏
名
又
は

た
場
合
（
直
ち
に
、
当

名
称
及
び

た
場
合
（
直
ち
に
、
当

名
称
及
び

該
電
気
工
作
物
を
廃
止

住
所
若
し

該
電
気
工
作
物
を
廃
止

住
所
若
し

し
、
第
十
七
号
の
二
の

く
は
法
人

し
、
第
十
七
号
の
二
の

く
は
法
人

三
の
届
出
を
す
る
場
合

に
あ
つ
て

届
出
を
す
る
場
合
を
除

に
あ
つ
て

を
除
く
。
）

は
代
表
者

く
。
）

は
代
表
者

の
氏
名
、

の
氏
名
、

当
該
電
気

当
該
電
気

工
作
物
を

工
作
物
を

設
置
し
て

設
置
し
て

い
る
又
は

い
る
又
は

予
備
と
し

予
備
と
し

て
保
管
し

て
保
管
し

て
い
る
工

て
い
る
工

場
若
し
く

場
若
し
く

は
事
業
場

は
事
業
場

の
名
称
及

の
名
称
及

び
所
在
地

び
所
在
地

並
び
に
当

並
び
に
当

該
電
気
工

該
電
気
工

作
物
の
種

作
物
の
種

類
、
定
格

類
、
定
格

、
製
造
者

、
製
造
者
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名
、
型
式

名
、
型
式

、
設
置
又

、
設
置
又

は
予
備
の

は
予
備
の

別
、
製
造

別
、
製
造

年
月
及
び

年
月
及
び

設
置
年
月

設
置
年
月

十
六

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
六

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
七

第
一
号
若
し
く
は

変
更
又
は

当
該
廃
止

当
該
施

設
又
は

十
七

第
一
号
若
し
く
は

変
更
又
は

当
該
廃
止

当
該
施

設
又
は

第
二
号
の
施
設
又
は
第

廃
止
の
後

に
係
る
事

当

該

電
気
工
作

第
二
号
の
施
設
又
は
第

廃
止
の
後

に
係
る
事

当
該

電
気

工
作

三
号
若
し
く
は
第
四
号

遅
滞
な
く

項

物
の

設
置
の
場

三
号
、
第
四
号
若
し
く

遅
滞
な
く

項

物
の

設
置
の
場

の
電
気
工
作
物
を
廃
止

所

を

管

轄

す

る

は
第
六
号
の
電
気
工
作

所

を

管
轄

す
る

し
た
場
合
（
当
該
施
設

産
業
保

安
監

督

物
を
廃
止
し
た
場
合
（

産

業

保

安

監

督

の
属
す
る
発
電
所
の
廃

部

長

（

予

備
と

当
該
施
設
の
属
す
る
発

部

長

（

予

備
と

止
又
は
出
力
の
変
更
に

し
て

有

し
て

い

電
所
の
廃
止
又
は
出
力

し
て

有

し
て

い

伴
い
廃
止
し
た
場
合
を

る

第

十
五

号

の

の
変
更
に
伴
い
廃
止
し

る

第
十
五
号
の

除
く
。
）

二
の

電
気
工
作

た
場
合
を
除
く
。
）

二
の

電
気
工
作

物

に

あ

つ
て

は

物

に

あ

つ
て

は

、

当

該

電

気
工

、

当

該

電

気
工

作

物
を

保
管
し

作

物
を

保

管

し

て

い

る

場

所

を

て

い

る
場

所
を

管
轄
す

る
産
業

管

轄

す

る

産

業

保

安

監

督

部

長

保

安
監
督
部
長

を
含
む
。
）

を
含
む
。
）
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十
七
の
二

騒
音
規
制
法

廃
止
の
後

当
該
廃
止

当

該

電

気

工

作

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

第
三
条
第
一
項
の
規
定

遅
滞
な
く

に
係
る
事

物
の

設
置
の
場

に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地

項

所

を

管

轄

す

る

域
内
に
設
置
さ
れ
る
発

産
業

保

安

監
督

電
所
、
変
電
所
、
開
閉

部
長

所
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず

る
場
所
の
同
法
第
二
条

第
一
項
の
特
定
施
設
に

該
当
す
る
電
気
工
作
物

の
全
て
を
廃
止
し
た
場

合
十
七
の
二
の
二

振
動
規

廃
止
の
後

当
該
廃
止

当
該

電
気
工
作

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

制
法
第
三
条
第
一
項
の

遅
滞
な
く

に
係
る
事

物
の

設
置
の
場

規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ

項

所
を

管

轄
す

る

た
地
域
内
に
設
置
さ
れ

産

業

保

安

監

督

る
発
電
所
、
変
電
所
、

部
長

開
閉
所
又
は
こ
れ
ら
に

準
ず
る
場
所
の
同
法
第

二
条
第
一
項
の
特
定
施

設
に
該
当
す
る
電
気
工

作
物
の
全
て
を
廃
止
し

た
場
合
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十
七
の
二
の
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
七
の
二

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
七
の
三
～
十
九
（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
七
の
三
～
十
九
（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

○

（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
第
七
十
七
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

電
気
事
業
法
施
行
規
則

改

正

案

現

行

別
表
第
四
（
第
六
十
五
条
関
係
）

別
表
第
四
（
第
六
十
五
条
関
係
）

工
事
の
種
類

事
前
届
出
を
要
す
る
も
の

工
事
の
種
類

事
前
届
出
を
要
す
る
も
の

一
～
六

（
略
）

（
略
）

一
～
六

（
略
）

（
略
）

七

騒
音
規
制
法
第

発
電
所
、
変
電
所
、
送
電
線
路
、
電
力
用

七

騒
音
規
制
法
第

発
電
所
、
変
電
所
、
送
電
線
路
、
電
力
用

二
条
第
一
項
に
規

保
安
通
信
設
備
、
需
要
設
備
若
し
く
は
こ
れ

二
条
第
一
項
に
規

保
安
通
信
設
備
、
需
要
設
備
若
し
く
は
こ
れ

定
す
る
特
定
施
設

ら
の
設
置
の
た
め
の
事
業
場
に
お
け
る
空
気

定
す
る
特
定
施
設

ら
の
設
置
の
た
め
の
事
業
場
に
お
け
る
空
気

に
該
当
す
る
電
気

圧
縮
機
、
送
風
機
、
通
風
機
、
破
砕
機
、
粉

に
該
当
す
る
電
気

圧
縮
機
、
送
風
機
、
通
風
機
、
破
砕
機
、
粉

工
作
物
（
同
法
第

砕
機
若
し
く
は
摩
砕
機
（
騒
音
規
制
法
第
二

工
作
物
（
同
法
第

砕
機
若
し
く
は
摩
砕
機
（
騒
音
規
制
法
第
二

三
条
第
一
項
の
規

条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
に
該
当
す

三
条
第
一
項
の
規

条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
に
該
当
す

定
に
よ
り
指
定
さ

る
も
の
に
限
る
。
）
の
設
置
（
特
定
施
設
の

定
に
よ
り
指
定
さ

る
も
の
に
限
る
。
）
の
設
置
又
は
こ
れ
ら
に

れ
た
地
域
内
に
設

種
類
ご
と
の
数
を
当
該
特
定
施
設
の
種
類
に

れ
た
地
域
内
に
設

係
る
騒
音
防
止
設
備
の
廃
止
若
し
く
は
改
造

置
す
る
も
の
に
限

つ
い
て
直
近
に
届
け
出
た
数
の
二
倍
以
内
の

置
す
る
も
の
に
限

で
あ
っ
て
騒
音
防
止
の
能
力
の
減
少
を
伴
う

る
。
）
を
設
置
す

数
に
増
加
す
る
場
合
を
除
く
。
）
又
は
こ
れ

る
。
）
を
設
置
す

も
の
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る
事
業
場
の
電
気

ら
に
係
る
騒
音
防
止
設
備
の
廃
止
若
し
く
は

る
事
業
場
の
電
気

工
作
物
に
係
る
工

改
造
で
あ
っ
て
騒
音
防
止
の
能
力
の
減
少
を

工
作
物
に
係
る
工

事

伴
う
も
の

事

八
・
九

（
略
）

（
略
）

八
・
九

（
略
）

（
略
）
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○

（
平
成
二
十
四
年
経
済
産
業
省
令
第
六
十
九
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

原
子
力
発
電
工
作
物
の
保
安
に
関
す
る
命
令

改

正

案

現

行

別
表
第
三
（
第
十
条
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
十
条
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
関
係
）

工
事
の
種
類

事
前
届
出
を
要
す
る
も
の

工
事
の
種
類

事
前
出
を
要
す
る
も
の

一
～
五

（
略
）

（
略
）

一
～
五

（
略
）

（
略
）

六

騒
音
規
制
法
第

発
電
所
、
電
力
保
安
用
通
信
設
備
若
し
く

六

騒
音
規
制
法
第

発
電
所
、
電
力
保
安
用
通
信
設
備
若
し
く

二
条
第
一
項
に
規

は
こ
れ
ら
の
設
置
の
た
め
の
事
業
場
に
お
け

二
条
第
一
項
に
規

は
こ
れ
ら
の
設
置
の
た
め
の
事
業
場
に
お
け

定
す
る
特
定
施
設

る
空
気
圧
縮
機
、
送
風
機
、
通
風
機
、
破
砕

定
す
る
特
定
施
設

る
空
気
圧
縮
機
、
送
風
機
、
通
風
機
、
破
砕

に
該
当
す
る
電
気

機
、
粉
砕
機
若
し
く
は
摩
砕
機
（
騒
音
規
制

に
該
当
す
る
電
気

機
、
粉
砕
機
若
し
く
は
摩
砕
機
（
騒
音
規
制

工
作
物
（
同
法
第

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
に

工
作
物
（
同
法
第

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
に

三
条
第
一
項
の
規

該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
設
置
（
特
定

三
条
第
一
項
の
規

該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
設
置
又
は
こ

定
に
よ
り
指
定
さ

施
設
の
種
類
ご
と
の
数
を
当
該
特
定
施
設
の

定
に
よ
り
指
定
さ

れ
ら
に
係
る
騒
音
防
止
設
備
の
廃
止
若
し
く

れ
た
地
域
内
に
設

種
類
に
つ
い
て
直
近
に
届
け
出
た
数
の
二
倍

れ
た
地
域
内
に
設

は
改
造
で
あ
っ
て
騒
音
防
止
の
能
力
の
減
少

置
す
る
も
の
に
限

以
内
の
数
に
増
加
す
る
場
合
を
除
く
。
）
又

置
す
る
も
の
に
限

を
伴
う
も
の

る
。
）
を
設
置
す

は
こ
れ
ら
に
係
る
騒
音
防
止
設
備
の
廃
止
若

る
。
）
を
設
置
す

る
事
業
場
の
電
気

し
く
は
改
造
で
あ
っ
て
騒
音
防
止
の
能
力
の

る
事
業
場
の
電
気

工
作
物
に
係
る
工

減
少
を
伴
う
も
の

工
作
物
に
係
る
工

事

事

七

（
略
）

（
略
）

七

（
略
）

（
略
）
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○
原
子
力
発
電
工
作
物
に
係
る
電
気
関
係
報
告
規
則
（
平
成
二
十
四
年
経
済
産
業
省
令
第
七
十
一
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
公
害
防
止
等
に
関
す
る
届
出
）

（
公
害
防
止
等
に
関
す
る
届
出
）

第
四
条

原
子
力
発
電
工
作
物
を
設
置
す
る
者
は
、
次
の
表
の
届
出

第
四
条

原
子
力
発
電
工
作
物
を
設
置
す
る
者
は
、
次
の
表
の
届
出

を
要
す
る
場
合
の
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
同
表
の
届
出
期
限
及

を
要
す
る
場
合
の
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
同
表
の
届
出
期
限
及

び
届
出
事
項
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
原
子
力
規
制
委
員
会
及

び
届
出
事
項
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
原
子
力
規
制
委
員
会
及

び
経
済
産
業
大
臣
へ
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同

び
経
済
産
業
大
臣
へ
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同

表
の
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る

表
の
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る

場
合
で
あ
っ
て
、
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
認
可
又
は
法
第
四
十

場
合
で
あ
っ
て
、
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
認
可
又
は
法
第
四
十

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
必
要
と
す
る
工
事
に
係
る
場

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
必
要
と
す
る
工
事
に
係
る
場

合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

届
出
を
要
す
る
場
合

届
出
期
限

届
出
事
項

届
出
を
要
す
る
場
合

届
出
期
限

届
出
事
項

一
～
十
九

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
～
十
九

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
十

第
一
号
若
し
く
は

変
更
又
は
廃
止
の

当
該
廃
止
に
係
る

二
十

第
一
号
若
し
く
は

変
更
又
は
廃
止
の

当
該
廃
止
に
係
る

第
二
号
の
施
設
又
は
第

後
遅
滞
な
く

事
項

第
二
号
の
施
設
又
は
第

後
遅
滞
な
く

事
項

三
号
、
第
四
号
若
し
く

三
号
、
第
四
号
、
第
六

は
第
六
号
の
原
子
力
発

号
若
し
く
は
第
七
号
の

電
工
作
物
を
廃
止
し
た

原
子
力
発
電
工
作
物
を

場
合
（
当
該
施
設
の
属

廃
止
し
た
場
合
（
当
該
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す
る
原
子
力
発
電
所
の

施
設
の
属
す
る
原
子
力

廃
止
又
は
出
力
の
変
更

発
電
所
の
廃
止
又
は
出

に
伴
い
廃
止
し
た
場
合

力
の
変
更
に
伴
い
廃
止

を
除
く
。
）

し
た
場
合
を
除
く
。
）

二
十
の
二

騒
音
規
制
法

廃
止
の
後
遅
滞
な

当
該
廃
止
に
係
る

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設)

第
三
条
第
一
項
の
規
定

く

事
項

に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地

域
内
に
設
置
さ
れ
る
原

子
力
発
電
所
の
同
法
第

二
条
第
一
項
の
特
定
施

設
に
該
当
す
る
原
子
力

発
電
工
作
物
の
全
て
を

廃
止
し
た
場
合

二
十
の
三

振
動
規
制
法

廃
止
の
後
遅
滞
な

当
該
廃
止
に
係
る

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設)

第
三
条
第
一
項
の
規
定

く

事
項

に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地

域
内
に
設
置
さ
れ
る
原

子
力
発
電
所
の
同
法
第

二
条
第
一
項
の
特
定
施

設
に
該
当
す
る
原
子
力

発
電
工
作
物
の
全
て
を

廃
止
し
た
場
合
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二
十
一
～
二
十
七
（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
十
一
～
二
十
七
（
略
）

（
略
）

（
略
）


